
 

ＳＴＥＰⅠ 自治会・社協・各種団体の連携 ⇒ 下図の確認 ⇒  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【協力・連携団体】必要に応じて連携 

 

※その他の福祉分野 低所得者、DV 被害者など⇒当面、行政の役割 

  

 

ＳＴＥＰ２ 情報の交換・共有・連携    部会・まちづくりサロンで協議 ⇒ 住民周知 

ＳＴＥＰ３ 負担を増やさずにできること  HP 活用、筋トレなど各種講座との連携、イベントに高齢者の視点など 

ＳＴＥＰ４ 実施したいが団体単独では負担が大きい事業 ＋ 住民ニーズ把握 ⇒ 対応策の検討 ⇒ 

⇒ 地域単独で実施する事業・行政等との協働 ⇒ 仕分け ⇒ 協議会の事業として実施                                     

福祉部会の委員(各団体代表) 

【自治会】 

サロン資料 6.2.18 

児童・母子福祉 高齢・障害福祉 

【社会福祉協議会】 

 

小・中学校 青少年育成市民会議 

【公民館】 

 

民生・児童委員 老人クラブ 小・中学校 PTA 赤十字奉仕団 

子供会育成会 母子福祉会 

体育振興会 スポーツ少年団 

公民館クラブ 

・サークル 
ひまわりの会 

女性防火クラブ 

【自主防災隊】 

 

福祉部会の今後の活動について(協議のたたき台) 

※ STEP2～4は、並行して取り組むこともあり。 ※ 実施事業後は、評価・改善・実施(廃止)の作業を繰り返し。 

地域包括支

援センター 

保健センタ

ー 

市役所 

連携 

児童センター 

NPO法人等 

福祉施設 


